
令和８年度福岡県福祉サービス第三者評価事業　仕様書


１　目的
事業者が提供する福祉サービスの内容を第三者が評価する取組みを支援することにより、福祉サービスの選択に有効な情報を利用者に提供するとともに、福祉サービスの質の向上に向けた事業者の取組を促す。
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２　業務の名称
　　福岡県福祉サービス第三者評価事業（以下「事業」という。）

３　業務の内容
１の目的を達成するため、次項の実施方法に基づく事業の企画・運営・広報等必要な業務を行う。

４　実施方法
(1) 第三者評価機関（以下「評価機関」という。）の認証及び取消しに関すること
・福岡県福祉サービス第三者評価機関認証要綱に基づき認証及び認証の取消しを行う。
・認証の有効期限が到来する評価機関の認証更新手続きを行う。
・認証委員会を年１回以上開催する。

(2) 第三者評価基準（以下「評価基準」という。）及び第三者評価の手法に関すること
・福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の改正がなされた時、その他必要に応じ評価機関が福祉サービスを評価する上で基準となる評価基準を策定・更新する。
・当該評価基準を策定する基準等委員会を必要に応じ開催する。

(3) 第三者評価結果（以下「評価結果」という。）の取扱いに関すること
・評価機関からの評価結果の報告を受け、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」（「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について（平成２６年４月１日厚生労働省通知））に基づき、評価結果をホームページ上に公表する。
・事業を受審した事業者に対して受審済証を交付する。

(4) 評価調査者養成研修に関すること
・評価機関における評価調査者を新たに養成するため、以下により、評価調査者養成研修を年１回実施する。
1 評価機関等への周知及び受講者の募集を行う。
2 研修会場及び開催日時を選定する。
3 当該研修の講師を、原則として全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研　　　   修を修了した者から選定する。
4 当該研修のカリキュラムを、全国社会福祉協議会が策定した評価調査者養成研修等モデルカリキュラムに基づいて作成する。
5 研修内容を確実に実施できるよう、講師に教材・カリキュラムを提供する。

(5) 評価調査者継続研修に関すること
　・評価機関に所属する評価調査者の資質の向上を図るため、評価調査者継続研修を年１回実施する。
　・実施方法等については(4)①～⑤に同じ。

(6) 全国推進機構が開催する会議や研修に関すること
・全国社会福祉協議会が開催する評価事業者普及協議会に出席し、事業に係る国の現状・動向や全国の事業の実施状況等に関する情報収集を行う。
・全国社会福祉協議会が開催する評価調査者指導者研修会へ上記(4)(5)の研修講師を
派遣することができる。

(7) 事業に関する情報公開及び普及・啓発に関すること
・当該事業受託組織（推進組織）に関する事項及び認証した評価機関に関する事項（名称、代表者名、所在地、評価対象サービス及び評価費用など）についての情報公開を行う。
・事業に対する正しい理解及び受審の促進に向けた普及啓発を行う。

(8) 事業に関する苦情等への対応に関すること
・事業に対する苦情等に対して、随時適切に対応する。

 (9) その他事業の推進に関すること
・県及び評価機関等との定期的な情報交換を実施する等により、円滑な事業推進を行う。

(10) 報告書の提出に関すること
・委託業務終了後速やかに実績報告書を提出する。

５　契約期間
　　契約締結日～令和９年３月３１日

６　留意事項
　事業計画、予算及び事業運営上重要な事項については、事前に県と協議し、実施すること。


